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	件名
	歴史資料館 清掃業務委託
	

	
	契約期間
	令和８年４月１ 日　～　令和９年３月３１日
	

	
	契約条件
	
[bookmark: _Hlk221872147]　１　本業務の受託者（以下「受託者」という。）は、労働基準法及び労働安全
衛生法、その他の関係法令を遵守のうえ、別添の「歴史資料館清掃業務作業
要領」（以下「作業要領」という。）に基づき清掃作業を実施すること。
なお、本業務上の安全衛生管理は、受託者の責務とする。

　２　受託者は、常に清潔かつ衛生的に清掃する責任を自覚し、作業に当たる
ものとする。また、清掃の実施前に、あらかじめ委託者と打ち合わせを
行い、本仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、委託
者と協議のうえ、そのつど決定すること。

　３　受託者は、清掃実施に必要な備品、消耗品等を負担すること。

　４　作業要領に規定の清掃日に、担当の清掃員が来られない事情が生じた
場合は、代理の清掃員を派遣すること。

　５　受託者は、細心の注意を持って清掃を実施すること。万一、受託者側の
　不注意によって、歴史資料館の施設、設備に損害を与えたときは、受託者
　がその責務を負担すること。

　６　清掃実施に必要な光熱水費の使用料金は、委託者が負担する。

　７　本仕様書に掲げる業務以外の業務の必要が生じた場合は、別途契約を
　　行う。

	

	
	留 意 事 項
	
・応募は京都市競争入札参加有資格者に限ります。
・見積書提出前に、日程調整のうえ来館し、現場確認をお願いします。
なお、下見に係る費用はお支払いできません。
・見積書の宛名は「京都市長」とし、見積金額は「税抜き、税込み、」を明記
してください。
・契約させていただく業者の方のみご連絡いたします。
・契約業者様には、見積書の原本をご提出いただきます。
　・本件に係る予算が成立しない場合は、契約を締結しません。また、準備行為
等に係る費用が発生してもお支払いできません。　
	


　

歴史資料館清掃業務作業要領

１　清掃日及び時間
　　清掃日は、年末年始（１２月２８日～１月４日）を除く、毎週火曜日と金曜日の週２回とする。
ただし、火曜日、金曜日が祝日の場合は、翌日に清掃を行うものとする。
また、作業時間は、午前８時３０分から正午までとする。

２　清掃方法
（１）各室、通路の床面は必要な器具により清掃し、特に汚れの激しい場合は、布製モップで水拭きすること。
（２）カーペットの部屋は、真空掃除機等で清掃すること。
（３）館内ガラス面の汚れは速やかに除去すること。
（４）館内入館者用のテーブル及びいす等の汚れは速やかに除去し、清潔に保つこと。
（５）廃棄物は、燃やすゴミ（紙くず、茶かす等）、プラスチック類、ペットボトル、空き缶等に分別し、受託者が用意するゴミ用ポリ袋（透明若しくは半透明）に入れ、指定された場所に集積すること。

３　清掃場所及び作業内容
　　清掃場所及び作業内容については、別紙１のとおりとする。

４　作業報告
　　清掃作業月次報告書を作成し、提出すること。

５　その他
　　この作業内容に定めのない事項については、京都市歴史資料館と清掃業者が協議して定める。








（別紙１）
清掃場所及び作業内容
	階
	場　　所
	面積等（㎡）
	床材質
	清　掃　内　容
	実施回数

	１
	玄関
	144.00
	ｺﾝｸﾘｰﾄ等
	掃き掃除、ゴミ（落ち葉）拾い、適時水洗
	毎回

	１
	風除室
	9.00
	ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ
	掃き掃除（傘立て、扉及びガラス部分は拭き掃除）
	毎回

	１
	ホール
	30.50
	ｶｰﾍﾟｯﾄ
	カーペット掃除機かけ、テーブル、椅子等拭き掃除
	毎回

	１
	展示室
	97.54
	ｶｰﾍﾟｯﾄ
	カーペット掃除機かけ及び展示ケースガラス拭き
	毎回

	１
	映像展示室
	32.88
	ｶｰﾍﾟｯﾄ
	カーペット掃除機かけ、椅子等拭き掃除
	毎回

	１
	事務室
	95.80
	Ｐタイル
	Ｐタイルを箒及びモップがけ
	毎回

	１
	公用車駐車場
	96.00
	ｺﾝｸﾘｰﾄ等
	掃き掃除、ゴミ（落ち葉）拾い、適時水洗
	毎回

	２
	館長室
	16.49
	ｶｰﾍﾟｯﾄ
	カーペット掃除機かけ、テーブル、椅子等拭き掃除
	週１回

	２
	応接室
	16.49
	ｶｰﾍﾟｯﾄ
	カーペット掃除機かけ、テーブル、椅子等拭き掃除
	週１回

	２
	会議室
	57.29
	ｶｰﾍﾟｯﾄ
	カーペット掃除機かけ、テーブル、椅子等拭き掃除
	週１回

	２
	研究閲覧室
	180.00
	Ｐタイル
	Ｐタイルを箒及びモップがけ、机、椅子等拭き掃除
	毎回

	２
	相談室
	15.51
	Ｐタイル
	Ｐタイルを箒及びモップがけ
	週１回

	共通
	階段
	55.40
	ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ
	ビニールシートを箒及びモップがけ
	毎回

	共通
	廊下
	126.49
	ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ
	ビニールシートを箒及びモップがけ
	毎回

	共通
	便所４箇所
（地下１階、１階、２階、多目的トイレ）
	70.38
	タイル
	床、便器等の薬剤洗浄、水洗い及び水拭き、
トイレットペーパー（費用は委託者負担）の補充
	毎回





